
【研究論文】

学校文法における副詞の下位分類について
― 中 ･ 高 国 語 教 科 書 の 連 携 を 中 心 と し て ―

百地 京美

1. は じめに

現在,橋本進吾が提唱 した説を基 とした文法指導が中学校か ら行われて

いる｡文を文節 に分け,単語に分 け,品詞を見分 ける作業が文法学習の姿

であるといえるだろ う｡本論で取 り上げる副詞は,自立語で活用は しない

｢用言を修飾す るものJとされてお り,連用修飾語であるといえる｡また,

中学校で副詞は,山田孝雄が提唱 した説 を基に した 3種類 (状態副詞.堤

度副詞,陳述副詞)に分類す ることができると教えられ る｡ しか し,副詞

の中には連用修飾語以外の働 きをす るもの, 3種類だけでは判断 しにくい

単語 もある｡そ こで本稿で は, さらにこの 3種類 を下位分類 し,副詞 とい

う品詞 を形態的に捉 え,学習において矛盾が減少す ることを考察す る｡

一方,文部科学省 (以後,文科省 とす る)が発行 している学習指導要領

によれば,学校教育で行われている文法学習は,中学校か ら高校-橋渡 し

の役 目を担ってい るとされている｡ しか し,中学校から高校-の文法学習

は,スムーズに移行 されているとは言い罪い｡本稿では,中学校での口語

文法学習 と高校での文語文法学習がスムーズに移行 され るためには どうす

ればいいのかを考察 した｡なお,本稿は卒業論文を基 としている｡

卒業論文では,まず 11名 の研究者が行った研究諸説を基に副詞の研究史

をま とめ,文語 と口語における差異について考察をした｡そ して, 口語文

法 (中学校での文法学習) と文語文法 (高校での文法学習)について,そ

れぞれ学習指導要領,教科書の用例 を基に下位分類の提案をした｡さらに,

長野県の中学校 ･高校での採択状況を基に,下位分類 とスムーズな学習の

移行について考察 した｡本稿は,その一部を加除修正 してま とめた もので

ある｡
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2. ロ琵文法 (中学校での文法学習)について

2.1 学習蒋導要領における文法指導の取 り扱いの記述

指導要領では,単語の類別 を 1学年で学ぶ内容であるとしている｡文法

学習におけ.る単語の類別 とは,品詞の分類のことであ り,本稿で扱 う副詞

について もこの中で学習す る内容であると考 えられ る｡

2.2 文法学官での副詞 とその下位分類への提案

ここで.現行の中学校国語教科書の副詞の下位分類について考察を行 う｡

教科書の例文は, 誌面の関係上,取 り上げることができないので,特徴を

簡潔 にま とめた ものを 〔表 1〕に提示す る (なお,教科書は略称で示 し,

詳細 については末尾の 【国語教科書一覧】を参照のこと)｡

『光村』以外の教私書では,山田 (1936)が提唱 した 3種類を記述,読

明 している｡ この 3種類は,その副詞が何を表 し,何 を修飾 しているかに

〔表 1〕

教科書 『光村』 『東京』 『三省』 『教育』 『学校』

学習学年 2 1 2 1,3 2

種類数 1(2) 3 3 3 3

.種類.の義称 (状態) 状態 状態 状態 状態

(～の 程度 ◆ 程度 程度 程度 程度

~名称) - 呼牢(陳述) 陳述(叙述) 叙述 呼応

例文 - ○ ○ ○ ○ ○

問題演習 - - ○ - ○

その他~L. 別 の欄 で 陳 叙 述 の 副 連 体詞 と

述 の 副 詞 を 詞 の 説 明 ともに導

副詞 の呼 応 で 呼 応 と 人 で 扱

(○-ある,--ない)
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よって区別 されてい るため,3種類を例文 と関連 させて学習 しておいたは

うがいいのではないだろ うか｡また,3番 目の種類は各教科書で名称が異

なっているが,名称の説明に ｢呼応｣ とい う言葉が入っていることは共通

してお り,その説明には ｢呼応｣ とい う名称が用い られている｡学習者 の

混乱を避 けるためにも.説明で用いた単語が使われてい る名称を用い,学

習 を進 めてい くことがよいはずである｡

中学校の文法学習で使用す る際,以下の条件 を満たす教科書が望ま しい

と考えられ る｡

①下位分類名称が 3種類以上あるか｡

②それぞれの分類の説明の中に分類名称 を示す言葉が入っているか｡

③例文があるか｡

④問題演習があるか｡

このような条件 に当てはまる教科書は,残念なが らない｡なぜな ら, ど

の教科書 も ｢陳述副詞｣においてー②が満た されていないか らである｡｢呼

応｣の意味を確認せずに説明をしても,名称 と結びつけるまで時間がかか

って しま うのではないだろ うか｡また,5社 とも副詞の定義を ｢主 として

用言 を修飾する｣ としてい る｡これは,用言以外 を修飾す ることもあると

い うことを示 している｡ しか し,具体的にどの下位分類に表れ るのか,ど

んなものでもいいのかな どは示 されてお らず,そのような例文 も取 り上げ

られていない｡また,説明 としては記述 されていても,その記述に当ては

まる例文はない場合 もある｡指導者 は教科書や副教材を確認 し,学習者が

矛盾 を感 じないよ うに例文 を取 り上げて,用言以外を修飾す る副詞 につい

て も触れ る必要がある｡

3. 文語文法 (高校での古文学習)について

3.1 学習指導要領 における文法指導の取 り扱 いの記述

本稿では,多 くの高校で授業が行われていると考えられる,必履修科 目

である ｢国語総合｣ と選択科 目である ｢古典｣についての記述 を取 り上げ

る｡

-28-



<国語総合 >

国語総合では,語嚢 を豊かにす るために文章の組み立てや言葉のきま り

_を扱 うことになってい るよ うである｡｢3 内容 の取 り扱いJに,｢中学校

の指導の上に立って--｣とい う記述がある｡中学校学習指導要領には記

述 はなか ったが,これ は中学校 と高校 の学習のつなが りを示唆 してい る｡

しか し,国語総合には ｢文語のきま り｣ とい う記述はあるが文法について

は直接的には触れ られていない｡これは,国語総合が国語科の必履修科 目

とされていることが原因ではないだろうか｡国語総合は,国語科の学習で

ある現代文や古文,漢文 とい う領域 を全て網羅す ることが求められてお り,

現行の教科書 を見て も現代文 と古文 ･漢文の比率が一対一 となっている｡

つま り,古文は現代文の半分の量 しか紙面が割かれていないことになる｡

また,高等学校国語科の 目標 と国語総合の 目標が一致 しているoこれ らの

ことか ら,文語文法の学習 までは手が回 らない と考えられているのではな

いだろ うか｡

<古典 >

古典は選択科 目であるため,国語総合にはなかった文法学習についても

触れ られているが,文法だけの学習 を行 うのではな く,｢読む ことの学習

に即 して行●｣ うことが示 されている｡ これは,古典が生徒にとって馴染み

が薄い教材であることが理由の一つ となっているのではないだろ うか｡文

科省学習指導要領解説 (1999) によれば古典の 目標 は,｢古典 としての古

文 と漢文 を読む能力 を養 うことによって---古典 に親 しむ ことによって

--｣■(p.153) となっている｡つま り,読む ことが中心におかれているの

である｡ このことか ら,文語文法を学習はす るもののそれだけを取 り上げ

て学習す ることはせずに,読む ことに即 して行 うよ うになっているのでは

ないだろ うか｡

3.2 古文学習での副詞 とその下位分類への提案

ここで,教科書 には記述がないため,文法書 を比較 し,副詞 の下位分類

について考察を行 う｡なお,例文は前記 と同様に誌面の関係上,取 り上げ

ることができないので,簡潔 にま とめたものを次貢 〔表 2〕に提示す る｡
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文法書 分類名称

『第-基』 状態の副詞,程度の副詞.叙述 (陳述)の副詞

『第-標』 状態の副詞,程度の副詞,呼応の副詞 (陳述の副_詞)

『第-対』 状態の副詞,程度の副詞,叙述の副詞 (陳述の副詞 .呼応の
副詞),(指示の副詞)

『第-完』 状態の副詞,程度の副詞,呼応の副詞 (陳述の副詞 .叙述の
副詞),(指示の副詞)

『明治チ』 状態 を表す副詞,程度を表す副詞,叙述 と関係 のある副詞 (秤
応の副詞),(指示副詞)

『明治新』 状態を表す副詞 (状態副詞),程度を表す副詞 (程度副詞),
叙述 と関係のある副詞 (叙述 .陳述の副詞)

『桐原基』 状態の副詞,程度の副詞,呼応の副詞

『桐原新』 状態の副詞,程度の副詞,呼応の副詞

上記のよ うに分類名称は,｢状態副詞｣｢程度副詞｣｢呼応の副詞 (叙述の

副詞 ･陳述の副詞)｣の 3種類が使われている｡『第一対』『第-完』『明治

チ』では,｢状態の副詞｣の一部を ｢指示の副詞｣と分けて定義 しているが,

学習者 にとって副詞の下位分類の矛盾か らの助けにはな らない と考えられ

る｡そのため本稿では,｢状態副詞｣｢程度副詞Jr呼応の副詞｣の 3種類に

ついて考察を行 う｡

次に,それぞれの下位分類の定義についてである｡｢情態動詞Jは全ての

文法書で ｢状態の動詞 ｣となっているが,『第一基』『第一標』『明治チ』『明

治新』『桐原新』では ｢主に動詞 を修飾 し--｣ とい う記述がある｡｢状態

副詞｣は,r状態や時を詳 しく言い表す｣ ものである｡用言は,

(》 動作 ･存在 ･作用 を表す動詞

② 事物の性質 ･状態 ･人の感情を表す形容詞

③ 事物の性質 ･状態を表す形容動詞

を指す｡この中で形容詞 と形容動詞は,それだけで状態 を表す ことがあ り,

r状態副詞｣を用いな くても状態を言い表す ことができる｡つ ま り,動詞

を修飾する可能性が一番高い といえるため,このような記述が されている
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と考 える｡

｢程度副詞｣は全ての文法書で名称は r程度の副詞｣であるが,『第一基』

『明治チ』『明治新』『桐原薪』では ｢主に形容詞,形容動詞を修飾 して-

-｣ とい う記述がある｡｢程度の副詞｣は,｢性質の程度 を表す｣ ものであ

る.用言で性質を表す品詞 は,形容詞 と形容動詞であ り,その頻度が同 じ

用言である動詞 よ りも多い と考えられる｡ また,動詞はその性質を表 さな

いため状態の副詞を伴い,それを程度の副詞が修飾す るのである｡そのた

め,程度副詞は用言だけでな く,他の副詞や名詞 をも修飾す ると定義 され

るのである｡

｢陳述副詞｣は,｢叙述の副詞｣r陳述の副詞｣r呼応の副詞｣のいずれか

の名称が使われてはいるが,説明 自体にはそれほ ど差はない｡ しか し,2.

にはなかった呼応の仕方による種類分けが されている｡ これ らの定義は,

｢陳述副詞｣が後に続 く語 として要求 した語の持つ性質が決定 している｡

これは,文語文法学習が解釈す ることに学ぶ 目的を置いている結果である

と考 え られ る｡

今回取 り上げているのは ｢文法書｣であ り,授業で必ず用い られ るとは

限 らない副教材である｡そのため指導者は,その中で必要があれば例を提

示す るか,文法学習を行 うときには必ず用いるよ うに し,適切に援助をす

る必要性 を考えな くてはな らない｡

4. 考察

4.1 文法学習と古文学習における下位分類

中学校での口語文法学習か ら高校での文語文法学習で, どのよ うにすれ

ばスムーズに移行 してい くかを考 える｡なお ,それぞれ の名称 の定義は,

前記か ら最 も理想 に近い と考 えられ る中学校教科書 としては 『三省』 を,

また高校の文法書 として 『明治新』 を取 り上げた｡

次貢 〔表 3〕にあるよ うに,下位分類名称,定義の どちらにおいて も大

きな差はない｡ しか し,高校の定義の方が ｢何 を修飾す るか｣｢何 を表す

か｣ とい うことが,詳 しく記述 されているよ うに感 じる｡例えば,｢情態

副詞｣における文語文法の定義である｡ ここには,｢主 として動詞 を修飾

して--｣ とい う記述があ り,中学校の定義 よ りも幾分か詳 しくなってい
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lf 中学校 高校
名称 定義 名称 ~ ._定義 -

情態副詞 状態の副詞 動 作や 作 用 が どの よ 状態の副詞 主 と し七 動 詞 を修

うな様 子 で あ るのか - 飾 して､その状態や

を表 す 副詞 で ､擬 態 時 な どを詳 し く.言

請 .擬 声語 (擬音語)も含む い表す.

程度副詞 程度の 物 事 の性 質や 状 態 な 程度の副詞 主 として形容詞 .形

どが どの程度 そ うで 容動詞 を修飾 して､

あ るの か を表 す 副詞 そ の 性 質 や 状 態 の

副詞 で ､~他 の副詞 や ､時 程 度 を詳 し く言 い

間 .場所 .数量な どを表す名詞 を修飾す る 表す

陳述副詞 呼応の副詞叙述副詞陳述副詞 い ろい ろな叙 述 の仕 呼応の副詞 修飾 され る文節に､ー

方 (推量 .打 ち消 し . 打消 .推量 .疑問 .

疲問 .依鰐な ど)に呼 反語 .仮定 .希望 .

応 して､話 し手の気持 叙述の副詞 当然 一.禁止 .比況な

るOこれは解釈の糸 口を学習者がつかみやす くす るためではないだろ うか｡

高校で行われ る文語文法は, 自らが創造す ることができず,解釈 を学ぶ意

図においていることか ら,解釈文法の色が強い｡つま り,解釈す るための

手段を文法において学ぶのである｡ このことか ら,定義がより具体的にな

っているのではないか｡

また,中学校での文法学習は,高校での古文学習- とスムーズに移行す

るための準備でもあると文科省 は位置づけている｡そのため,中学校 と高

校でそれぞれ使用 されている教科書,お よび文法書内で使用 されている下

位分類名称に大きな差がないのである｡
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4.2 文法学菅か ら古文学習へ移行 してい く上での考察

本稿では,長野県の採択状況を基に,中学校の教科書 と高校の文法書の

組み合わせについて考察を行 う｡その 日的 として,どのような組み合わせ

をす るとスムーズに学習が移行 されていくのかを見てい く｡また,それに

よって, どのような支援を行 う必要があるか,どのようなところに気をっ

けるべきかなどに注 目して考察を行ってい く｡

<『光村』か らの移行 >

一つ 日のパターンとして,中学校のときに使用 していた教科書が 『光村』

であった場合の組み合わせについて考察を行 う｡

『光村』の下位分類は,｢-- (状態や程度)を表 し,主 として連用修飾

語になる｡｣ となってお り,｢状態｣ と ｢程度｣の分類が唆味であり,副詞

の分類名称 として挙げられているのは,｢程度を表す副詞｣のみである｡こ

の名称 と合致 しているのは,『明治チ』『明治新』の二つである｡また,『光

村』では ｢状態｣ と ｢程度｣の分類が暖味であり,正確な名称は 1種類 し

かなく,全体におよぶ下位分類はされていないようにも見受けられる｡そ

のため,高校では,それ以外の ｢状態の副詞｣｢陳述の副詞｣についての記

述が詳細であることが求められる｡また,学校によって副教材を用いるか

どうかにも差があるため,その確認をするとともに, 口語での ｢状態の副

詞Jr陳述の副詞｣の例文や問題演習に触れる機会も作るべきである｡特に,

r陳述の副詞｣ とい う名称は中学生であっても高校生であっても,理解 し

やすかった り,とっつきやすかった りするとい うものではない｡名称やそ

の説明からではな く,例文に触れることで理解 してい く方が馴汲みやすい

のではないだろうか｡

次に,『光村』では言及のなかった ｢状態の副詞｣と記述のなかった ｢陳

述の副詞｣について見てい く｡

まず,｢陳述の副詞｣である｡これは,この分類に該当する副詞が要求す

る一定の語 と,その意味が説明 してあり,例語だけではなく例文がきちん

とついているものの方がよいと考える｡

次に,｢状態の副詞｣である｡これについては,説明もほぼ差がなく,例

文も記述 されているため, どの文法書 となっても大差はない｡

これ らから,『光村』は,『明治新』に移行する場合が最 もスムーズに移
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行できると考 えられる｡以下,このよ うな順番でスムーズな移行が可能で

あると考える｡

① 『光村』- 『明治新』

② 『光村』- 『第-標』『第-対』『第-完』『桐原基』

③ 『光村』- 『第-基』『明治チ』『桐原新』

① の場合は,『明治新』を使っての説明に入 る前に,『光村』の他に副教

材や授業の中で ｢状態の副詞｣ と r陳述の副詞｣の学習 を したか どうかを

尋ねるとよりスムーズである｡ なぜならば,それによって,｢状態の副詞｣

と ｢陳述の副詞｣ についての知識があるか どうかを知 り,準備 をす ること

ができるか らである｡また,『光村』では,｢状態｣ とい う単語 は記述 され

ているが,副詞の定義の中で ｢程度｣ と同 じよ うに扱われている｡そのた

め,｢程度 を表す副詞｣と ｢状態｣を表 している副詞 を同義語 と理解 してい

る学習者 もいない とは言いきれない｡

②に対 しては,①の場合に加 えて ｢程度の副詞｣に対 しても補足説明を

行 ってお くと,入 りやすいのではないだろ うか｡なぜな ら,『光村』では,

｢どのように ･どの くらい｣,｢ある種の体言 (場所 ･方向 ･時間な どに関

す るもの)や他の副詞 を修飾す る｣ としてお り,その意味や何 を定義す る

のかについてだけ記述がされている｡そのため,｢程度の副詞｣は,何の程

度 を詳 しく説明す るのかについて捉 えてお く必要があると考える｡

③の場合は,｢状態の副詞｣｢程度の副詞｣｢陳述の副詞｣のいずれに対 し

ても口語での例文や問題演習を補助的に加 えつつ入 り,進 めてい くことが

必要である｡｢状態の副詞｣と｢陳述の副詞｣については① と同 じであるが,

｢程度の副詞｣は② よ りも補足説明が必要である｡その上で,同 じよ うに

性質 を表す ｢状態の副詞｣やある種の体言 (場所,時間な どに関す るもの)

をも修飾することを説明 し,文語文法学習に進むことが学習者 の混乱 を最

小限に抑えることにつながるはずである｡

以上のようにす ることによって,文語文法での副詞の下位分類 を学習す

るだけでなく,口語文法での副詞の下位分類を復習 し,不足分 を学習す る

ことができる｡
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<『東京』か らの移行 >

二つ 目のパターンとして,中学校の ときに使用 していた教科書が 『東京』

であった場合の組み合わせについて考察を行 う｡

『東京』は,｢状態の副詞｣r程度の副詞｣｢呼応 (陳述)の副詞｣の三つ

の下位分類が記述 されている｡

まず ｢状態の副詞｣である｡ これについては,名称,説明ともそれほど

大きな差はない｡唯一差があるとすれば,｢主に動詞を修飾 して--｣とい

う記述が 『第-基』『第一標』『明治チ』『明治新』『桐原新』で見 られるこ

とである｡この 5冊を用いるときには,形容詞,形容動詞は ｢状態の副詞｣

を用いなくても状態を表わせるが動詞は表わせないとい うことを,例文を

用いて説明を行ってい く必要がある｡その他の文法書では 『東京』 と差が

なく,例文を用いつつ 口語文法か ら文語文法- と移行 していけばよい｡

次に,｢程度の副詞｣である｡これは,『東京』も 『第-基』『明治チ』『明

治新』『桐原新』の r主に形容詞,形容動詞を修飾 して-･-｣とい う説明が

なされている｡そのため,この4冊については,そのまま例文や問題演習

を用いて学習を進めていけばよい｡一方,それ以外の文法書では,用言で

性質を表す品詞は,形容詞 と形容動詞であ り,その頻度が同じ用言である

動詞 よりも多いことを確認 し,それが口語でも文語でも変化 しないことを

確認することが必要である｡また,動詞はその性質を表 さないため状態の

副詞を伴い,それ を程度の副詞が修飾するのである｡そのため,程度副詞

は用言だけでなく,他の副詞や名詞をも修飾すると定義 されるのである｡

口語 と文語の問に壁がないことを,例文を用いて確認 していくことができ

れば,よいのではないだろ うか｡

｢陳述の副詞｣は,『東京』では r叙述｣とい う単語は使われていないが,

文法書では ｢陳述｣｢叙述｣｢呼応｣ とい う三つが名称,説明のいずれかで

使われている｡そのため, どの文法書を使ってもそれほど大きな差は出な

いもの と考えられる｡

これ らから,『東京』は,以下のような順番でスムーズな移行が可能であ

ると考える｡

(丑 『東京』- 『明治新』『桐原新』

② 『東京』- 『第一基』『明治チ』
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③『東京』- 『第一対』『桐原基』

④『東京』- 『第-標』『第-完』

①の場合は,｢状態の副詞｣では,｢主に動詞 を修飾J L rある動作の状

態 を表す｣副詞であるとい う説明が されている｡また,｢程度の副詞｣では,

｢主に形容詞 ･形容動詞 を修飾｣ し ｢その程度 を表す｣副詞であると説明

されている｡つま り,『東京』の記述 と大差はない｡ しか し,｢陳述の副詞

の種類｣が詳細に書かれてお り,r陳述の副詞Jでは『東京』と差が見える.

それに対 し,②は 『東京』の記述 との差は どの分類でも大差がない｡ この

順番は,｢陳述の副詞の種類｣が解釈に重点を置いてい る文語文法学習では

①の方がスムーズになると考えたか らである｡また,｢陳述の副詞の種類｣

は,その種類名 と要求 されている語の意味が一致 しているところか ら,例

文を用いて学習 していけばよいため,学習者に多大な負担 をかけることが

少ない と考える｡

②の場合は,｢状態の副詞｣｢程度の副詞｣｢陳述の副詞｣の どれをとって

ち,『東京』とほぼ差はない｡そのため,解釈文法の色が強い古文を学習す

るために,①の文法書に記述 されている ｢陳述の副詞の種類｣について補

足的に学習す ることが必要である｡ どちらの文法書でも,補足的に ｢陳述

の副詞の種類｣についても触れ られているため.その記述を用いなが ら学

習 を進めてい くことがよいのではなだろ うか｡

③ に対 しては,｢状態の副詞｣｢程度の副詞｣での説明について,『東京』

と差が見 られる｡つま り,｢状態の副詞｣は ｢主に動詞 を修飾｣す ることを,

｢程度の副詞Jは ｢主に形容詞 ･形容動詞 を修飾｣す ることをそれぞれ文

語文法学習に進む際に確認す ることが必要 となるのである｡ この とき, 口

語 と文語それぞれの品詞分類表を用いて学習を進 めることを提案する｡ こ

の中で,副詞だけでなく,用言である動詞,形容詞,形容動詞 の分類定義

を確認す ると共に,｢状態の副詞｣と r程度の副詞｣の定義を確認 しなが ら

行 うのである｡

◎の場合は, どの副詞の下位分類をとっても,説明に差が見 られ る｡そ

のため,｢状態の副詞｣ と r程度の副詞｣においては③を,｢陳述の副詞J

においては(Dを行 うことがいいのではないだろ うか.

また, どのパ ターンで もいえることは, 口語での例文や問題演習を補助
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的に加えつつ入 り,進めていくことが必要であるとい うことである｡それ

により.文語文法での副詞の下位分類を学習す るだけでな く,口語文法で

の副詞の下位分類 を復習 し,不足分を学習することができる｡

5. おわ りに

本来,中学校での口語文法学習は,高校での文語文法学習-のスムーズ

な橋渡 しをする役割を与えられている一面がある｡

まず,下位分類の名称である｡ これまでの考察か ら,副詞の下位分類は

r状態の副詞J｢程度の副詞｣｢陳述 (叙述 ･呼応)の副詞｣ とい う3種類

が,中学校,高校で使用 されてお り,これは山田 (1936)が基 となってい

ると考えられる｡つま り,名称においてはスムーズな橋渡 しを しているよ

うに見える.一方で,｢陳述の副詞｣の名称は,r陳述の副詞Jr叙述の副

詞｣｢呼応の副詞｣のいずれかが使われてお り,統一 されていない｡ しか

し,中学校では,『光村』はこの分類をしていないがそれ以外の教科書で

は ｢呼応｣ とい う単語はどの教科書にも記述 されている｡そのため,中学

校では r呼応の副詞｣ とい う名称が一般的であろ う｡また.高校でも同 じ

ことがいえる｡つま り,どちらも ｢呼応の副詞｣ とい う名称が一般的であ

り,やは り名称には しっか りとしたっなが りが見える｡

次に,下位分類の説明である｡高校では,｢主に何に修飾するのか｣につ

いて記載がされていることが多い｡ しか し,これは突然出てきているもの

ではなく,中学校の口語文法を復習すれば大きな混乱は防げるものである

と考えられる｡

文語文法での大きな特徴は,r陳述の副詞｣を呼応する助動詞や助詞の意

味によって ｢陳述の副詞の種類｣ としている点である｡ しか し,これはそ

の種類の副詞が一定の決まった語を要求することを理解 していれば,大き

な混乱を招 くことはない｡指導者側がそれを理解 し,口語文法の例文を挙

げて確認 してから文語文法の学習を進めていけばいいのである｡

このように,口語文法学習は文の構造を理解することを,文語文法学習

は古文を解釈することをそれぞれ 目的 としている｡それぞれの 目的を中心

に据えつつも,名称やその説明は山田 (1936)を基 として一貫性が見 られ

る｡そのため,指導者は下調べの段階で学習者にとって矛盾が生まれそ う
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な箇所 が あった場合 は, 口語 文法 を復習す るこ とを前段階 として入れ るこ

とが解決策 とな るに違 いない｡ また,例文や問題演習 を通 して学習 を進 め

るこ とも重要 である｡文法書 は,完全 な もの とは言 い難 い｡それ に頼 りき

って しま うこ とは危険で あ り,忘れ てはいけない ことである｡常 に学習者

の視 点や 自分 の経験 を下 に例文 を作成 し,指導,学習 を進 めてい くこ とが

必要 だ と考 える｡ しか し,本稿 は現場 での実践 を行 っていないため,実際

に行 う際 には暖味 な点が多 く出て くる と考 える｡そのた め,今後 も本稿 を

基 に, さらに矛盾 が少 ない学習 を進 めるための副詞 の下位 分類 について考

察 を行 いたい｡
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